
単作の場合と、二毛作の作付け事例

【米単作は１５ ０００円／１０ （ただし自家用分１０ 控除）】

資料：農業者戸別所得補償制度に加入された農家への助成例と対象作物 （単位：10a当たり）

【水田】の場合

（支払いはa単位）

◇ 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね

◇ 水田では、水田活用の所得補償交付金として、これに加えて、

飼料作物、米粉用・飼料用米、ＷＣＳ稲、加工用米も対象

◇ 産地資金の活用で地域特産物も対象（地域協議会単位で対象

となる作物は異なる）

対象作物

◇ 対象作物の生産数量目標に従って販売目的で生

産（耕作）する販売農家・集落営農

◇ 地域特産物は販売目的で生産（耕作）する販売

農家・集落営農

交付対象者

　【米単作は１５，０００円／１０ａ　　（ただし自家用分１０ａ控除）】

【
単

耕畜連携助成

13千円

② 営農継続支払について

【交付対象数量】

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねの当年産の出荷・販売

数量

【平均交付単価（全国一律）】

全算入生産費をベースに算定した標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分

を単位重量当たりの単価で設定

また、品質向上誘発のため、品質加算による単価を設定

※ 営農継続支払を受けた者は、その交付額を控除して支払う。

① 数量払について

【交付対象面積】

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねの換算面積

数量払い （品質加算）

当年産販売・出荷数量×（等級ランク別全国単価）

小麦 二条大麦 六条大麦 はだか麦 大豆 飼料作物 米粉用米 飼料用米 ＷＣＳ用稲 そば なたね
加工
用米

麦

二

単
作
の
場
合

】

水田活用 35千円 （米と二毛作の場合は 15千円）

耕畜連携助成

13千円

水田活用

80千円

麦 そば

【産地資金 （予算枠481億円） 】
地域の実情に即して、麦・大豆等の戦略作物の生産性向上、地域振興

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねの換算面積

（前年産の農業者の生産数量を県単収で割り戻した（換算）面積に基づき支払う。）

【交付単価】

農地を農地として保全し、営農を継続するために最低限の経費が賄える水準

※ 営農継続支払を受けない者には、当年産の出荷・販売数量確定後に、数量払

の単価により算定した交付金が支払われる。

【交付対象者】

数量払の交付申請を行う者であって、前年産の生産面積（生産数量による換算面

積）がある者

10a当たり2.0万円 ×換算面積 （畑作物共通）

水田活用 20千円

当年産販売 出荷数量 （等級ランク別全国単価）

うち 営農継続支払 ※当面は前年産面積

20千円×（前年生産量／県単収）

水田活用 35千円
（米と二毛作の場合は

15千円）

麦 麦 麦

作
付
例

米と小麦
米と

二条大麦
米と

六条大麦
米と

はだか麦
麦と
大豆

米と
飼料作物

麦と
米粉用米

麦と
飼料用米

麦と
ＷＣＳ用稲

そばと
そば

麦と
加工用米

毛
作

（
単
作
加
算

）

二毛作助成

１．５万

米１．５万円
（生産数量目
標を守った農
業者が対象）

変動補てん

二毛作助成

１．５万
二毛作助成

１．５万
二毛作助成

１．５万
二毛作助成

１．５万
二毛作助成

１．５万

変動補てん 変動補てん 変動補てん 変動補てん

米１．５万円
（生産数量目
標を守った農
業者が対象）

米１．５万円
（生産数量目
標を守った農
業者が対象）

米１．５万円
（生産数量目
標を守った農
業者が対象）

米１．５万円
（生産数量目
標を守った農
業者が対象）

規模の大小にかかわらず農地利用集積円滑

化事業により、面的集積（連坦化）した場合、

利用権設定した面積に２万円/10ａを交付
規模拡大加算

集落営農が法人化した場合に、40万円を定

額で交付

集落営農の

法人化支援

麦

加工用米

そば 作物や備蓄米の生産の取組等を支援。

加算措置等

麦 麦 麦



（単位：10a当たり）

【畑】の場合 ◇ 麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね

対象作物

◇ 対象作物の生産数量目標に従って生産を行っ

た販売農家又は共済加入者、集落営農

交付対象者

【交付対象数量】

麦 大豆 てん菜 でん粉原料用ばれいしょ そば なたねの当年産の出荷・

① 数量払について

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねの当年産の出荷

販売数量

【平均交付単価（全国一律）】

全算入生産費をベースに算定した標準的な生産費と標準的な販売価格の差

額分を単位重量当たりの単価で設定

また、品質向上誘発のため、品質加算による単価を設定

※ 営農継続支払を受けた者は、その交付額を控除して支払う。

② 営農継続支払について
【交付対象面積】

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねの換算面積

（前年産の農業者の生産数量を県単収で割り戻した（換算）面積に基づき支払

う。）

【交付単価】

農地を農地として保全し 営農を継続するために最低限の経費が賄える水準

数量払い （品質加算）

当年産販売・出荷数量×（等級ランク別全国単価）

数量払い （品質加算）

当年産販売・出荷数量×（等級

ランク別全国単価）

うち 営農継続支払 ※当面は前年産面積

２0千円×（前年生産量／県単収）

数量払い （品質加算）

当年産販売・出荷数量×（等級

ランク別全国単価）

小麦 二条大麦 六条大麦 はだか麦 大豆 そば なたね
大豆と
小麦

そばと
そば

農地を農地として保全し、営農を継続するために最低限の経費が賄える水準

※ 営農継続支払を受けない者には、当年産の出荷・販売数量確定後に、数量

払の単価により算定した交付金が支払われる。

【交付対象者】

数量払の交付申請を行う者であって、前年産の生産面積（生産数量による換

算面積）がある者

10a当たり2.0万円 ×換算面積 （畑作物共通）

うち 営農継続支払 ※当面は前年産面積

２0千円×（前年生産量／県単収）

加算措置等

【産地資金（畑）】
麦、大豆、そば、なたねのうち地域で策定した品目を支援。

参考： 数 量 払 【（等級ランク平均交付単価（全国一律）】

うち 営農継続支払 ※当面は前年産面積

２0千円×（前年生産量／県単収）

対象作物 平均交付単価 対象作物 平均交付単価

規模の大小にかかわらず農地利用集積円滑

化事業により、面的集積（連坦化）した場合、利

用権設定した面積に２万円/10ａを交付

集落営農が法人化した場合に、40万円を定額

で交付

集落営農の

法人化支援

畑の耕作放棄地を解消し、麦、大豆、そば、な

たねを作付けた場合に、一定額（２～３万円

/10a）を最長５年間交付
再生利用加算

規模拡大加算

注１：小麦については、パン・中華めん用品種を作付けた場合は、数量払に2,550円/60㎏を加算

注２：交付単価の10ａ当たりの面積換算値では、現行の品目横断対策に比べて、小麦は約３千円、大

豆は約１万円の増額

※ 等級によって交付単価は変わります。

対象作物 　平均交付単価

小麦【水田・畑地】 6,360円/60㎏
二条大麦【水田・畑地】 5,330円/50㎏
六条大麦【水田・畑地】 5,510円/50㎏
はだか麦【水田・畑地】 7,620円/60㎏
大豆【水田・畑地】 11,310円/60㎏

対象作物 　平均交付単価

てん菜 6,410円/㌧
でん粉原料用ばれいしょ 11,600円/㌧
そば【水田・畑地】 15,200円/45㎏
なたね【水田・畑地】 8,470円/60㎏


